
潟上市キャッシュレス決済導入業務委託に係る公募型プロポーザル募集要項

潟上市が実施する潟上市キャッシュレス決済導入業務委託に係る公募型プロポーザル

（以下「本プロポーザル」という。）について、次のとおり参加者を募集します。

令和６年４月５日

潟上市長 鈴木 雄大

１．本業務の概要

（１）事業名称

潟上市キャッシュレス決済導入業務委託

（２）履行期間

契約締結日から令和６年９月３０日まで

なお、窓口にキャッシュレス決済を導入し運用を開始するまでの委託に係る期間で

あり、運用に係る契約は別途行うものとする。

（３）履行場所

潟上市役所庁舎１階 市民課

（４）提案上限額

1,287,000 円（消費税及び地方消費税を含む）

※この金額を超える金額で提案した場合は、失格とする。

（５）事業の概要

潟上市キャッシュレス決済に係る構築、導入及び操作説明詳細は潟上市キャッシュ

レス決済導入業務仕様書による。

２．参加資格

（１）参加資格要件

ア 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4の規定に該当しない者

であること。

イ 会社更生法（平成 14年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事

再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく民事再生手続開始の申立てがなされて

いる者（手続開始の決定を受けた者を除く。）でないこと。

ウ 本プロポーザルに係る参加申込書の提出期限までに、国・秋田県及び本市の指名

停止等の措置を受けていないこと。

エ 国税及び潟上市税に滞納がないこと。



オ 法人格を有していること。

カ 令和３年４月１日から本プロポーザルに係る参加申込書の提出期限までに、秋田

県、又は秋田県内の地方自治体において同種の導入実績（共同提案による導入実績

を含む）を有していること。

（２）２者共同による参加要件

本技術提案には、２者共同による参加を認める。その場合、２者それぞれが（１）の

要件を全て満たすものとする。

また、それぞれの参加者の位置づけ、役割を参加申込書とあわせて提出（任意様式）

をすること。

３．選定方法

（１）公募型プロポーザル方式により選定する。

（２）審査は評価基準に基づきプレゼンテーションを実施する。

（３）業務契約候補者は、潟上市キャッシュレス決済導入業務委託に係る公募型プロポーザ

ル審査会（以下「審査会」という。）の評価点が最も高い提案者とする。

（４）提案者が１社の場合でも審査を行い、審査会が適切な事業者と判断した場合は業務契

約候補者とする。

４．選定方法

（１）参加申込

ア 提出期限 令和６年４月２４日（水）午後５時まで

イ 提出先 潟上市市民生活部市民課

ウ 提出方法 持参（土日祝祭日を除く日の午後５時までとする。）又は郵送（書留

郵便に限る。提出期限までに必着のこと。）によること。

（２）企画提案書の提出

ア 提出期限 令和６年５月１０日（金）午後５時まで

イ 提出先 潟上市市民生活部市民課

ウ 提出方法 持参（土日祝祭日を除く日の午後５時までとする。）又は郵送（書留

郵便に限る。提出期限までに必着のこと。）によること。

５．募集等のスケジュール

プロポーザル実施の公告 令和６年４月５日（金）

質問書提出期限 令和６年４月１２日（金）

質問書への回答公表 令和６年４月１８日（木）

参加申込書の提出期限 令和６年４月２４日（水）



※災害その他の理由によりやむを得ず、上記日程を変更する場合がある。この場合、参加

者に速やかに連絡する。

６．その他

本プロポーザルに係る手続きの詳細については、実施要領等による。

７．問合せ先

潟上市市民生活部市民課

〒010-0201 潟上市天王字棒沼台２２６番地１

電話：018-853-5309（直通）

メールアドレス：shimin@city.katgami.lg.jp

参加資格決定通知及びプレゼ

ンテーション実施通知

令和６年４月２６日（金）発送予定

企画提案書等の提出期限 令和６年５月１０日（金）

プレゼンテーション実施 令和６年５月２２日（水）

選定結果通知 令和６年５月下旬

契約締結 令和６年６月上旬


